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はじめに 

 

 近年、国民に対する説明責任（アカウンタビリティ）の徹底や国民本位の効

率的で質の高い行政の実現等、国民の視点に立った成果重視の行政への転換が

要請されており、国土交通省では NPM1 (ニュー・パブリック・マネジメント)の

考え方を取り入れた行政マネジメントサイクル (Plan-Do-Check-Action サイク

ル)の確立を目指し、種々の取り組みを行っている。 

 

 国土交通省港湾局においても、既に、業績測定、施策の評価、個別事業評価

等を行い港湾行政マネジメントに取り組んでいるが、行政マネジメントサイク

ルを確立するためには、今後さらに次のような課題の解決に取り組む必要があ

る。 

 

① 港湾ユーザーや最終顧客である国民への分かりやすい指標を用いた行政
の説明責任の徹底 

② 現場のマネジメント改革に資する指標を用いた港湾行政の効率化と質の
向上 

③ 港湾行政におけるチェックからアクション、プランへの積極的なフィード
バック 

 

 これらの課題解決に向けて、平成 16 年度に港湾局長の私的研究会として「港

湾行政マネジメントに関する研究会」が設置され、NPM の考え方を取り入れた港

湾行政マネジメントに関する広範囲で具体的な検討を行ってきた。 

 

 港湾には、物流、環境、安全等様々な機能があり、港湾ユーザーと一口に言

っても多くの主体が関連するとともに、その整備においても整備主体と管理主

体が異なる施設もある。さらには、アジア諸国の経済発展や産業の水平分業化

の進展等グローバル化とも相まって、近隣諸国との厳しい国際競争にさらされ

ている等、港湾は他の社会資本と性格を大きく異にする点も多い。 

従って、検討過程においては、これらの港湾の特性を認識しながら、港湾行

政マネジメントの枠組みや進め方等の議論に非常に多くの時間を費やした。検

討の 2 年目にあたる平成 17 年度には、国土交通省の地方支分部局である 11 の

事務所において、試行的に港湾行政マネジメントを実施し、提唱したマネジメ

ント手法の問題点の抽出・整理等も行った。 

                                                 
1 NPM：民間の経営手法を公的部門に応用した公的部門の新たなマネジメント手法のこと。 



本指針は、このような 2 年間にわたる本研究会の検討成果として、港湾行政

マネジメントの枠組みや取り組むべき事項等をとりまとめたものであり、港湾

や港湾行政の特色を踏まえたマネジメント手法についても、一定の方向性を示

すことができたものと考えている。 

 

本指針を参考にして、国土交通省港湾局をはじめ、港湾行政に携わる関係者

が港湾行政マネジメントに果敢に挑戦し、逐次改善を重ね、より国民に信頼さ

れる港湾行政を日々実践されることを強く期待する。 

 

 最後に、本研究会にご参画され、ご熱心に検討を頂いた各委員の皆様方、並

びに関係者の皆様に深く感謝の意を表する次第である。 

 

 

平成 18 年 2 月 

港湾行政マネジメントに関する研究会 委員長 

山本 清 
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１.港湾行政マネジメントの背景・目的 

 

（１）成果志向の行政運営への潮流 

 

NPM(ニュー・パブリック・マネジメント)とは，民間の経営手法を公的部門に

応用した公的部門の新たなマネジメント手法であり、1970 年代以降、行政実務

の現場主導で形成されたマネジメント論である。 

NPM 論の背景には、我が国に限らず、多くの国において共通の問題として財政

赤字の増大と公的部門のパフォーマンスの低下があり、これを解決し、行政部

門の効率化を図るために、様々な取り組みが行われてきた。 

例えば、米国や英国においては、その一環として成果を表す指標であるアウ

トカム指標を用いて政策目標を設定し、毎年度、業績を分析、評価し、以後の

施策、事業に反映する制度を政府全体として導入している。 

我が国においても、平成 14 年度より「行政機関が行う政策の評価に関する法

律」が施行され、政府全体で成果志向の行政への転換が推進されている。 

こうした中で、国土交通省においても、「国土交通省政策評価基本計画」を作

成し、成果主義の行政運営への転換を進めることとしている。 

 

（２）港湾行政における取り組み 

 

  資源小国であり島国である我が国では、日々の暮らしに不可欠な食料やエネ

ルギーの多くを海外に依存しているとともに、国際的な水平分業の進展等も相

まって、世界との交易がますます拡大している。このような中で、港湾は、輸

出入貨物量の 99.7%を取り扱う等経済社会活動の根幹である人やモノの流れを

支え、日本の経済社会の活力を生み出すとともに、安全、環境、暮らし等の各

分野においても重要な役割を果たしている。 

港湾の整備については、国だけでなく港湾管理者さらには民間事業者等が関

与し、港湾を構成する施設の整備主体も施設によって異なるほか、物流ターミ

ナル、旅客船ターミナル、臨港道路、緑地等その施設も多岐にわたる。 

また、貨物の輸出入を例にとると、船社、港で荷役等を行う港運事業者、陸

上運送を行う陸運事業者、荷主等の港湾ユーザーや、税関、検疫、入国管理等

に関わる国の機関等多様な関係者が関与しており、最終顧客である国民には港

湾の存在、関与が実感しづらいという点もある。 

このような港湾行政についても、より効果的かつ効率的な行政の実現を目指

して、費用便益分析等に基づく個別事業の評価システムを積極的に取り入れて
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いるほか、住民や港湾ユーザー参加型の港湾計画プロセスを導入する等、透明

性、公正性を確保するための取り組みを推進している。 

また、港湾行政全体の運営にあたっても、社会資本整備重点計画や政策チェ

ックアップ等において成果を表す指標（アウトカム指標）を用いた検討に取り

組んでいる。 

 

（３）港湾行政マネジメントの目的 

 

 上記のとおり、国民本位でかつ効率的な港湾行政への取り組みが既になされ

てはいるが、港湾行政マネジメントの確立に向けた今後の取り組みにより、下

記の点が期待される。 

①港湾ユーザーや最終顧客にも分かりやすい指標の設定・評価により、従来以

上にユーザーや国民の要請を的確に今後の港湾行政に反映し、成果重視型の

行政への推進を図れる。 

②国のみならず、港湾管理者、港湾ユーザーである船社、港運事業者、陸運事

業者、荷主等のほか、税関、検疫、入国管理等に関わる国の機関、地域住民

等、港湾の日々の活動に関わる関係主体がポートコミュニティ（港湾・地域

共同体）として一体となって港湾行政マネジメントに取り組むことにより、

従来以上に効率的で、使いやすく、安全で、美しく、賑わいのある港づくり

が期待できる。 

③現場のマネジメント改革に資する指標の設定・評価により、事業等の執行部

門における課題や対応方策等が明らかとなるとともに、執行部門の職員ひと

りひとりの意識改革や日々の業務における行政の効率化に関わる取り組み等

が期待でき、より効率的な行政の実現に資する。 



 

3 

２.港湾行政マネジメントの枠組み 

（１）港湾行政マネジメントの基本コンセプト 

 

NPM(ニュー・パブリック・マネジメント)の基本フレームは、プロセス管理か

ら目標管理型の経営へ転換することであり、①定量的な目標の設定と成果主義、

②顧客主義、③競争原理、④現場主義から構成される。このフレームに従って

港湾行政マネジメントの基本コンセプトを整理すると次のようになる。 

 

①定量的な目標の設定と成果主義 

 港湾行政の使命を果たす政策目標の実現を定量的に示すアウトカム指標およ

び目標値の設定、成果のアウトカム指標に基づく評価と分析、評価結果の政策・

予算執行等への反映というサイクルの確立を目指す。 

 

②顧客主義 

 国民を最終顧客、港湾ユーザーを中間顧客と捉え、これらの顧客のニーズを

反映したアウトカム指標等により、港湾活動に関するサービスの質と説明責任

（アカウンタビリティ）の向上を目指す。 

 

③競争原理 

 ベンチマーキング等を用い、関係主体の成果について評価を行い、競争原理

の導入によるモチベーションの向上等を目指す。 

 

④現場主義 

 現場の創意工夫を尊重し、組織の活性化や自律的進化を助長することにより、

効率的な行政の実現を目指す。 

 

これら４つの基本コンセプトのもとで港湾行政マネジメントの基本方針を次

のように設定する。 

港湾行政マネジメントの基本方針 
 

 
１．港湾ユーザーならびに最終顧客である国民に対する説明責任 

（アカウンタビリティ）の徹底 

  ～国民的視点に立った成果重視の港湾行政への転換～ 

 

２．国民本位の効率的で質の高い港湾行政マネジメントの実現 

～現場における港湾行政マネジメント改革～ 
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（２）港湾行政マネジメントの関係主体 
 港湾は、社会経済活動の根幹である人やモノの国内・国際間の流れを支える

重要な社会資本であり、国際物流を例にとれば、国（本省・地方整備局・事務

所等）や港湾管理者は勿論のこと、港湾のユーザーである船社、港運事業者、

陸運事業者、荷主のほか、税関、検疫、入国管理等の輸出入手続きに関わる国

の機関等多様な主体が関与している。 
 このように多数の関係者が関連する港湾行政マネジメントでは、国によるマ

ネジメント、国と港湾管理者が連携したマネジメントのステップをさらに発展

させ、国、港湾管理者、港湾ユーザー、関係行政機関、地域住民等港湾の日々

の活動に関わる関係主体であるポートコミュニティ（港湾・地域共同体）が一

体となって、港湾活動のパフォーマンスを向上させることを目指す必要がある。 
すなわち、港湾行政マネジメントにあたっては、関係主体と連携しつつ、以

下のように段階的に港湾行政マネジメントを発展させていくことが重要である。 
  
第１段階 国の港湾行政マネジメント 
第２段階 国と港湾管理者が連携した港湾行政マネジメント 
第３段階 港湾の活動に関連する各主体がポートコミュニティ 

（港湾・地域共同体）として一体で取り組む港湾行政マネジメント  

 

 

港湾管理者港湾管理者

港湾の利用者港湾の利用者
（（物流事業者物流事業者、、
荷主荷主等）等）

関係行政機関関係行政機関
（（通関通関、、検疫、検疫、
入管、海保等入管、海保等））

国国
（（国土交通省国土交通省港湾局、港湾局、
地方整備局等）地方整備局等）

国国 民民
（エンドユーザー、（エンドユーザー、

納税者納税者等等））

地域住民地域住民
（居住者、（居住者、
漁業者漁業者等等））

第１段階 ■国の港湾行政マネジメント

第２段階
■国と港湾管理者が連携した
港湾行政マネジメントのイメージ

港湾の利用者港湾の利用者
（（物流事業者物流事業者、、
荷主荷主等）等）

関係行政機関関係行政機関
（（通関通関、、検疫、検疫、
入管、海保等入管、海保等））

国国 民民
（エンドユーザー、（エンドユーザー、
納税者納税者等等））

地域住民地域住民
（居住者、（居住者、
漁業者漁業者等等））

連連 携携

マネジメントマネジメント

主体主体

マネジメント主体マネジメント主体
港湾管理者港湾管理者

港湾の利用者港湾の利用者
（（物流事業者物流事業者、、
荷主荷主等）等）

関係行政機関関係行政機関
（（通関通関、、検疫、検疫、
入管、海保等入管、海保等））

国国
（（国土交通省国土交通省港湾局、港湾局、
地方整備局等）地方整備局等）

地域住民地域住民
（居住者、（居住者、
漁業者漁業者等等））

第３段階
■ポートコミュニティ（港湾・地域共同体）
で取り組む港湾行政マネジメントの
イメージ

ポートコミュニティポートコミュニティ
（港湾・地域共同体）（港湾・地域共同体）港湾管理者港湾管理者

国国
（（国土交通省国土交通省港湾局、港湾局、
地方整備局等）地方整備局等）

国国 民民
（エンドユーザー、（エンドユーザー、納税者納税者等等））

図－1 港湾行政マネジメントの段階的導入 
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（３）港湾行政マネジメントの階層構造 
事業執行部門、いわゆる現場におけるマネジメントサイクルでは、現在は何

が課題であり、どのような解決策が考えられるかを事業執行部門の内部で議論

をしたうえで、日々の業務が効率的に行われているか、またその業務により施

策がうまく進行し、国民やユーザーにどのような効果をもたらしているか等を、

わかりやすい指標選定により定期的にチェックアップする必要がある。 
また、その事業執行部門における経常的なマネジメントを事業執行部門自体

のより中長期的な視点でのマネジメントに活かすとともに、より広域的な地方

整備局等や国全体としての視点により、施策の評価や計画等を行う Plan-Do-See

の戦略的なマネジメントサイクルを実施する必要がある。 
以上のように、港湾行政マネジメントでは、事業執行部門の短期的な視点で

の経常的なマネジメントサイクルと、より広域的な視点と中長期的な視点で成

果の進捗や施策の動向をチェックする戦略的な港湾行政マネジメントサイクル

という多重ループのマネジメントサイクルを進める必要がある。 

 

PLANPLAN

DODO

SEESEE

SEESEE PLANPLAN

DODO
業務の実施
現場におけるマネジメント改革

施策・事業の実施

現場におけるマネジメント改革

業務の改善、予算等の検討
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ評価の実施

計画・目標等の設定

施策・業務の改善、予算等の検討

マネジメント評価の実施
計画・目標等の設定

企画立案部門の戦略的なマネジメントサイクル

事業執行部門の経常的なマネジメントサイクル

図－2 多重ループのマネジメントサイクル 
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（４）港湾行政の使命および政策目標等の明確化 
港湾行政は、①生き生きとした暮らし、②活力ある経済社会、③日々の安全、

④美しく良好な環境、⑤多様性ある地域の実現という使命（ミッション）に向

け、対応する目標と各種の施策等を掲げ、物流ターミナル、旅客船ターミナル、

耐震強化ターミナル2、臨港道路、緑地等の事業実施等を行っている。 
これら多岐にわたる港湾行政を国民や港湾のユーザーに分かりやすく説明す

ることが重要であり、最終顧客である国民の生活実感にあった分かりやすい指

標（最終アウトカム指標）、中間顧客である港湾ユーザーの関心の高い施策の進

捗を表す指標（中間アウトカム指標）や事業の量を表す指標（アウトプット指

標）等の階層的な指標群を、活力、安全、環境、暮らし等の港湾行政の政策目

標に沿って体系的に設定する必要がある。 
その際には、港湾行政の主要な施策や業務の成果を表現するものとして全国

共通的に計測すべき指標（以下、「共通指標」と呼ぶ）のみにとどまらず、個々

の港湾や事務所の特性、おかれている状況が異なることから、執行部門の基本

単位である事務所等毎にそれぞれの戦略に基づき、事務所の活動の及ぶ範囲や

指標のコントロール性を考慮しつつ、下記の視点から主体的に独自の指標（以

下、「独自指標」と呼ぶ）を設定すべきである。 
 
① 効率的、効果的な行政の実現に向け、現場の日々の業務運営を改善する。 
② 国民への説明責任、成果主義等への対応をより一層図るために、地域住

民等に成果をわかりやすく提示する。 

                                                 
2 耐震強化ターミナル：大規模な地震が発生した場合に、被災直後の緊急物資及び避難者の
海上輸送を確保するために、特定の港湾において、通常よりも耐震性を強化して整備され

る岸壁を有するターミナルのこと。 
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34 

                                                 
3 複合一貫輸送：特定の貨物が船舶、鉄道、自動車、航空機など種類の異なる 2つ以上の輸
送手段により相次いで運送される場合を複合輸送と言い、荷送人の戸口で貨物が詰められ、

かつ封印された貨物を輸送の中継地で開封することなく荷受人の戸口まで単一の運送人の

一元的な責任管理のもとに届けることを言う。 
4 静脈物流：廃棄物の処理やリサイクルに関わる物流のこと。生産された製品が企業や消費
者まで届くモノの流れを、人体になぞらえて動脈物流と呼ぶのに対して、企業や消費者か

ら発生する廃棄物などのモノの流れを静脈物流と呼ぶ。 

港湾行政の使命
　  1.生き生きとした暮らし
　　2.活力ある経済社会
　　3.日々の安全
　　4.美しく良好な環境
　　5.多様性ある地域

1.活力
国際競争力の強化と国民生活の質の向
上に資する海上輸送サービスの確保・産
業空間の形成

1.国際海
上コンテ
ナ輸送の
進展に対
応した物
流ネット
ワークの
形成

2.産業競
争力を強
化する多
目的国際
ターミナ
ルの拠点
的再配置

3.複合一

貫輸送3

等に対応
した国内
海上輸送
ネット
ワークの
形成

4.港湾及
び航路に
おける安
全と海上
輸送にお
ける信頼
性の確保

3.環境
循環型社会の構築など環境
問題への対応

1.港湾を
拠点とす
る広域的
な静脈物

流
4
シス

テムの構
築

2.港湾、
海域に
おける良
好な環
境の形
成

3.良好
な海洋
環境の
形成

4.廃棄
物処理
対策の
推進

2.安全
安全で安心な地域づくり

1.地震時
等災害時
における
物流及び
臨海部防
災拠点機
能の確保

2.海上レ
クリエー
ション活
動等の
安全性
の確保

3.港湾に
おけるテ
ロ等に備
えた保安
レベルの
向上

4.暮らし
賑わいのある港湾空
間の形成

2.効率
的、効果
的な交流
空間の形
成

　効率性・透明性
　　効率的で透明性の高い行政の実現

　

1.臨海部
へのアク
セス確保

使
　
命

資料）「社会資本整備重点計画」、「国土交通省の使命、目標、仕事の進め方(H13.1)」などより作成

の実現

　2.国民に開かれた行政運営
　　①行政情報等の公開
　　②PIの実施

　1.効率的・効果的な行政運営
　　①運営手続きの簡素化・迅速化
　　②コスト等縮減への対策

図－3 港湾行政の戦略プラン 
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（５）目標値の設定方法 
港湾行政における成果目標の達成度等を計測するために指標を選定したのち

に、各指標の目標値の設定、実測値や達成度の計測というプロセスを経ること

となる。 
目標値の設定については、近年の社会経済状況や港湾を取り巻く動向等を十

分に勘案したうえで、現場における十分な議論を通じて、中長期的な目標を決

定し、それに基づいた単年度の目標等を設定する必要がある。 
なお、目標値の具体的な設定方法としては、以下のような方法がある。 
① ベストプラクティスによる設定 
先進事例や他の組織等が実現しているベストな状況を目標ラインとする。

（特に国際物流に関しては、国際競争力強化に向け、今後の海外諸港の

サービス水準の動向にも配慮した目標値の設定が必要となる） 
② 上位計画等による設定 
上位計画等が掲げている目標を、現場において設定する目標値として援

用する。 
③ 指標の特性による設定 
常に無事故を目指す等、指標の特性により基本的に目標とすべきライン

を目標値とする。 
 

（６）港湾行政マネジメントのサイクル 

港湾行政マネジメントは 1 年を 1 サイクルと考え、前年度の指標の進捗状況

等をもとに政策目標の達成状況等について評価・分析を行う「年次成果報告（仮

称）」と当該年度の指標の目標値等を検討する「年次実行計画（仮称）」の 2 種

類の文書を「港湾行政マネジメントレポート（仮称）」としてとりまとめ、毎年

公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ年度（開始年度）Ｔ年度（開始年度） ＴＴ+1 +1 年度年度

実施

評価 分析

公表

ＴＴ+2 +2 年度年度

SEESEE
ACTIONACTION

CHECKCHECK

PLANPLAN

DODO

PLANPLAN

DODO

目標値 目標値

実施

T+1年度
予算概算要求

T+1年度
予算決定

T+2年度
予算概算要求

T+2年度
予算決定

T+3年度
予算概算要求

成果

評価 分析

SEESEE
ACTIONACTION

CHECKCHECK

成果

PLANPLAN

目標値

DODO
実施

課題

公表 公表

課題 課題「港湾行政マネジメント
レポート（仮称）」

「港湾行政マネジメント
レポート（仮称）」

「港湾行政マネジメント
レポート（仮称）」

図－4 港湾行政マネジメントの年次サイクル 
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３．港湾行政マネジメントの確立に向けて 

 

 本研究会では、平成 16年度に港湾行政マネジメントの枠組みや基本的な方向
についての検討を実施し、その成果を平成 17年 5月に提言としてとりまとめた。
さらに平成 17 年度には、提言に基づき国の 11 の事務所において試行的に港湾
行政マネジメントを実施し、課題の抽出・整理等を行った。 
以下には、これらの試行とそれに基づく検討を踏まえ、港湾行政マネジメン

トに関して今後の取り組むべき事項等を具体的に取りまとめた。 
 
（１） 国民的視点に立った成果重視の港湾行政への転換に向けて 
 
① 港湾から受ける効用への国民と港湾ユーザーの認識向上 
港湾は海外からの輸出入貨物のゲートウェイとして、我が国の国民生活、

経済社会を支えてはいるが、船舶の大型化等に伴い港が沖合に展開し、市

街地からより離れた場所に立地する傾向があることや、国民が港の直接の

利用者になることが少ないこと等から、その効用や必要性、重要性等が実

感されにくい。よって、港湾行政マネジメントでは、港湾の役割や発揮す

る効果のメカニズムを港湾の直接的なユーザーである船社、旅客等へはも

ちろんのこと、海運を利用して貨物を輸送する荷主企業、さらには生産及

び消費において間接的には必ず港湾を利用することとなる国民に対しても

分かりやすく説明することが必要である。 
このため、本研究会において、共通指標としていくつかの指標を設定し

たが、今後ともより一層国民や港湾ユーザーが認識できる効用と指標との

ギャップを埋める工夫が必要となる。例えば、SCM5（サプライチェーンマ

ネジメント）の進展等、物流分野における高度化等も念頭におき、港湾行

政の指向する戦略的な方向性を表現できる指標についても検討が必要であ

る。 
また、CS調査（顧客満足度調査）等による国民や港湾ユーザーのニーズ

に対する満足度の把握計測を行う等、顧客主義のより一層の浸透を図るこ

とが必要である。 
 

                                                 
5 SCM：商品供給に関するすべての企業連鎖を統合管理し、その全体最適化を図ること。
原材料調達から生産、販売までを一貫したシステムとしてとらえ、消費者の購買情報を関

係者が共有し、在庫の削減、リードタイムの短縮、適時・適量の商品供給等の実現を目指

すこと。 
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② 分かりやすい説明の徹底 
施策や業務の進捗を表現するために指標を用いるが、その指標の動向及

び原因等を詳細に分析することにより成果を把握するとともに、影響する

外部要因や今後の港湾行政の課題等を明確にすることが必要である。 
また、施策や業務だけにとどまらず、分かりやすい分析手法、説明方法

等についても他の事務所等の参考となる優良事例（ベストプラクティス）

を集め、それらの情報を閲覧できる場を設ける等、情報を共有することに

より「分かりやすい説明」についての全体のスキルアップを図ることも必

要である。さらに、本省や地方整備局等は、そのための講習会等を積極的

に開催するとともに、優れた事例を表彰する等、スキルアップのインセン

ティブ付与に努めることが必要である。 
 

③ 情報公開・情報提供の工夫 
港湾行政マネジメントの実施状況は、前年度の「年次成果報告（仮称）」

と当該年度の「年次実行計画（仮称）」を「港湾行政マネジメントレポート

（仮称）」として取りまとめ、ホームページ等を活用し情報公開することを

基本とすべきである。その際には、国民が当該施策等の是非を判断できる

ように、その結果に至った過程やデータも含めて公開することが必要であ

る。 
また、ＩＴを活用した幅広いデータの取得体制等についても検討を行い、

より分かりやすい指標づくりや成果チェックの速報性等に努めると同時に、

幅広い関係者と連携・協力することにより情報収集を密に行い、必要に応

じたきめ細かい情報提供に努める必要がある。 
さらに、ホームページへ情報を掲載する際には、当該事務所のマネジメ

ントだけではなく、国民が必要や関心に応じて他の事務所や本省、地方整

備局等の港湾行政マネジメントを閲覧しやすくする工夫が必要である。 
 

④ 情報共有化による自律的進化 
本省、地方整備局、事務所等では、互いに情報をオープンにして共有す

ることにより組織全体のレベルアップを図ろうとする試みである「ベンチ

マーキング・コンソーシアム」の考え方を導入し、ベストプラクティスや

先進事例等の情報を共有し合うナレッジマネジメントを行い、良いところ

を学びあって自律的に進化する「学習する組織」を構築することが必要で

ある。 
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図－5 学習する組織（イメージ） 
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⑤ 次年度のマネジメントへのフィードバック 
指標の進捗状況等に関する評価・分析を行い、施策や事業の優先順位を

明確化する等、その結果を次年度のマネジメントへフィードバックする必

要がある。その際には、利用者や国民の声を聞く仕組みを設ける等、双方

向のマネジメントを目指すことが重要である。 
また、例えば本省の成果目標を設定する際には、港湾行政のミッション

や戦略はもちろんのこと、各事務所の取り組みや指標の達成状況も考慮す

る等多重ループのマネジメントを機能させることにより、有機的なフィー

ドバックを確立する必要がある。 
さらに、指標はその達成状況等を見極めつつ、目標を再設定する、ある

いは指標自体を変更、追加、削除する等、様々な観点から見直しを行う機

会を設け、継続的により適切なものにしていく必要がある。 
  
（２） 現場における港湾行政マネジメント改革に向けて 
 
① 事務所のミッションと港のビジョンの明確化 
上位計画や地域の計画等を十分に考慮し、現場の事務所等のミッション

および港湾の将来のあり方についてのビジョンを明確にする必要がある。

なお、１つの事務所で複数の港を所管している場合は、個々の港のビジョ

ンを勘案しつつ、事務所のミッションを設定することが必要である。 
 

② 現場における課題・施策・指標の検討 
現場における港湾行政マネジメント改革においては、それぞれの現場の

事務所等のミッションや各港湾のビジョンを踏まえ、それぞれのおかれて



 

12 

いる状況、課題等を十分に認識し、その改善のためにはどのような施策・

対応を図り、その成果を指標等でどのように評価すべきかという一連の検

討プロセスを踏み、現場における問題意識、共通認識等を高める必要があ

る。 
特に検討プロセスにおいては、港湾行政の執行に予算や人材等の資源に

制限があることを認識しつつ、施策の重要性や緊急性等の観点から優先度

を明確にし、資源や人材を有効に配分・活用できる方策を検討する必要が

ある。 
 

③ 港湾や執行部門特有の課題に対応した独自指標の検討 
執行部門の基本単位である事務所等においては、共通指標にとどまらず、

その港湾や執行部門特有の状況等を反映した独自指標についても十分に検

討し、個々の職員が目標、施策、その実現達成を測定する指標等について十

分な認識を持ちつつ、日々の業務の実施、改善等にあたる必要がある。なお、

独自指標は、港湾ユーザーや国民等への分かりやすさであるアウトカム性や

指標の動向に対する事務所等のコントロール性等、表－1に示す指標選定の
観点等を参考にして設定する必要がある。 

 

 
④ 指標に関わる作業と執行部門等におけるモチベーションの向上 

事務所等において港湾行政マネジメントを実施するにあたっては、現場

のモチベーションアップを図ることが重要であり、単なる資料の作成業務や

成果チェックだけの作業といったマネジメントシステムには陥らないよう

な工夫が不可欠である。そのために、（１）②に示したように、優れた事例

を表彰する等のインセンティブ付与について継続的に取り組むことが必要

である。 

表－1 指標選定の観点 

（１）アウトカム性 □ アウトカム（成果）を直接的に表し、国民にとって分かりやすい指標であるか？ 

（２）データ収集性 □ 妥当な時間と費用で収集できるデータに基づいた指標であるか？ 

（３）継続性 □ 中長期にわたって継続的に計測できる指標（施策）であるか？ 

（４）客観性 □ 測定者の裁量が入る余地のない指標であるか？ 

（５）加算性 □ 港湾ごと、ターミナルごとなどの目的に応じた積み上げができる指標であるか？ 

（６）コントロール性 □ 外部要因が少なく、自らの活動が指標値の向上に資する指標であるか？ 

指標選定の観点 指標選定の観点についての説明 
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⑤ 現場の推進体制 

現場における港湾行政マネジメントを実施するにあたっては、まず、そ

の必要性や意義を全職員へ周知し、浸透させることが重要である。そのた

めには、一部の職員のみで港湾行政マネジメントを担当することがないよ

うにセクションごとの目標や責任分担を明確にすることと同時に、所長等

を含めた港湾行政マネジメントについての議論の場を設け、ブレーンスト

ーミング6を用いた課題抽出を行う等定期的に議論を行い、全職員での課題

認識等の共有化、主体的な参画意識の醸成を行うことが必要である。 
 
（３） 港湾行政マネジメントサイクルの確立に向けて 
 
① 第１段階における本省、地方整備局、事務所等の役割分担 

港湾は、国、港湾管理者、港湾ユーザー、地域住民、国民等多数の関係

主体が関連していることから、港湾行政マネジメントにおいても、国を中

心としたマネジメントから、港湾管理者と連携したマネジメント、さらに

将来的には港湾ユーザー、関係行政機関等のポートコミュニティ（港湾・

地域共同体）によるマネジメントにまで発展させる努力が必要である。 
そのため、表－2に示した本省、地方整備局、事務所等の役割分担のもと、

第 1段階の、「国の港湾行政マネジメント」を早期に確立した上で、関係主

体と連携しつつ、段階的に港湾行政マネジメントシステムを発展させてい

く必要がある。 

                                                 
6 ブレーンストーミング：各自が他を批判することなく、自由に意見を出しあって、独創的
なアイディアを引き出す集団思考法のこと。 
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◆様々なマネジメント事例を収集し、それらの情報を全国レベルで共有

する等、地方整備局、事務所等の職員の意識向上、スキルアップにつ

いて後方支援を図る。 

◆地方整備局、事務所等のマネジメント実施上の課題を把握し、マネジ

メントが効果的かつ効率的に実施されるよう柔軟に課題に対応する。

マネジメントの具体的な進め方の参考となるよう、実務者用の手引き

を作成する。 

◆マネジメントの実施に際して、現場レベルでは解決の困難な課題に対

して、必要に応じて関係行政機関との調整を行う。 

◆第１段階のマネジメントが円滑に導入できるよう、平成 17 年度の港湾

行政マネジメントの試行事務所等と協力し、港湾行政マネジメントの

意義や基本的な進め方を周知徹底する。また、特に（本格導入の）初

年度は作業の進捗等を見ながら、導入の範囲や速度については柔軟に

対応する必要がある。 

◆本省版の「港湾行政マネジメントレポート（仮称）」を作成し公表する。 

◆本省と管内事務所間等の連絡調整を行い、管内事務所へ積極的な情報

提供を行う等の後方支援とともに、管内事務所の横の連携強化も図る。 

◆データの取得等を通じ、港湾管理者やその他の関係主体と従来以上に

連携を図る。 

◆地方整備局版等の「港湾行政マネジメントレポート（仮称）」を作成し

公表する。 

◆港湾ユーザーや地域住民のニーズを積極的に把握し、可能な限り定量

的に分析する。 

◆データの取得等を通じ、港湾管理者やその他の関係主体と従来以上に

連携、協同を図る。 

◆自らの役割のみに留まらず広い視野から関係者の関わり合い等につい

て整理し、現状の課題に対して「誰が、何を実施するか」を検討、整

理する。 
◆事務所版の「港湾行政マネジメントレポート（仮称）」を作成し公表す

る。 

 
 
 
 
本 
 
 
 
省 

地
方
整
備
局
等 
事 

務 

所 

表－2 第 1段階における本省、地方整備局、事務所等の役割分担 
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② 今後の取り組みに係る課題の整理 
第 1 段階から発展した第 2 段階、第 3 段階の各段階で留意すべき事項を

以下の通りとりまとめるので、今後の検討課題とし、各段階において、そ

れぞれ対応することを期待する。 

 
  
第 2段階 
（国と港湾

管理者が連

携したマネ

ジメント） 

●従前以上に港湾管理者との緊密な連携が必要である反面、

単独で実施可能な事項、連携して実施すべき事項等に関し

て、港湾管理者と共通認識を持つことが必要である。 

●港湾管理者やその出先機関等複数の主体と調整する必要が

ある場合は、第 1 段階で得たノウハウを活かして、国の港

湾事務所が積極的に調整役となることが必要である。 

第 3段階 
（ポートコ

ミュニティ

で取り組む

マネジメン

ト） 

●関係主体が多岐にわたるため、それぞれの責任の所在が不

明確になる恐れがある。よって、主体毎に単独で実施可能

な事項、協力して実施すべき事項等に関して、ポートコミ

ュニティ全体で共通認識を持つことが必要である。なお、

その際には、国や港湾管理者、荷役業者等の港湾サービス

提供者と船社や荷主等の港湾サービス享受者に分けて考え

ることも必要である。 

●利害関係が更に複雑になり、調整に時間・労力を要するこ

とが想定されるため、効果的かつ効率的な意見調整の方策

について検討していくことが必要である。 

表－3 第 2段階、第 3段階の港湾行政マネジメントの課題 
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（参考）港湾行政マネジメントに関わる指標（案） 

本研究会において、第１段階の港湾行政マネジメント導入に向けて検討を行

った「港湾行政の主要な施策や業務の成果を表現し、かつ全国共通的に計測す

べき指標（共通指標）」は下表のとおりである。また、港湾の特性や置かれてい

る状況が個々の港湾や事務所で異なることから、「事務所の活動の及ぶ範囲やコ

ントロール性を考慮しつつ、事務所が主体的に設定する指標（独自指標）」の例

を参考までに、下表に示す。 

 

 

みなとを活用したイベント回数

・既存施設を活用したｲﾍﾞﾝﾄへの参加人数

・○千人／年以上が来訪する港湾関連施設数

・クルーズ船の寄港回数

・旅客船からの観光客上陸人口

・海やみなとで活動するNPO等の団体数

・市民・NPOが支える港湾関連の施設数

・水際線の開放延長

・海やみなとに関する情報提供

（５）賑わいのある港湾空間の形成

【指標-6】

リサイクルポートにおけるリサイクル関連企業数

・港湾におけるCO2及びNOxの削減量

・係留船舶へ陸上から給電可能な岸壁の割合

・港湾区域の浮遊ゴミ、油の回収量

・シーブルー事業により新たに創出される良好な水際線の長さ

・モーダルシフト化率

・リサイクルポートにおける循環資源の取扱量

・リサイクルポートにおけるリサイクル施設立地数（立地面積、施設面積）

・DID地区の港湾関連車両の交通量

（４）環境に優しいみなとづくり

【指標-5】

総合コスト縮減率【指標-8】

船舶の入出港等に関わる手続きの電子システ
ム利用数

【指標-2】

（７）効率的・効果的な行政への対応

（６）透明性の高い行政の実現

（３）効率的な投資・効果的な港湾の利用の実現

（２）安全・安心なサービスの提供

（１）安くて・速いサービスの提供

Ｂ．より効率的な行政への対応Ｂ．より効率的な行政への対応

港湾広報活動への年間参加人数

主要ターミナルにおける取扱貨物量の伸び率

港湾における緊急物資供給可能人口カバー率

主要ターミナルにおける寄港船舶の平均船型

共共 通通 指指 標標

・大水深ﾀｰﾐﾅﾙ等における寄港船舶の最大船型

・寄港1隻あたりの積卸ろしｺﾝﾃﾅ貨物量

・大水深ﾀｰﾐﾅﾙ等におけるｺﾝﾃﾅ貨物輸送能力

・大水深ﾀｰﾐﾅﾙ等におけるｺﾝﾃﾅ航路開設数

・主要な輸入消費物資の価格

・大水深ﾀｰﾐﾅﾙ等における港湾貨物の平均荷役速度

・港湾における船舶の沖待ち回数

【指標-1】

Ａ．国民への説明責任・成果主義などへの対応Ａ．国民への説明責任・成果主義などへの対応

・係留施設あたりの取扱貨物の増加量

・主要ﾀｰﾐﾅﾙのﾔｰﾄﾞの利用度

・船舶のﾊﾞｰｽ占有率

・係留施設の計画船型ｸﾗｽ船舶の利用率

・主要ﾀｰﾐﾅﾙの単位貨物量あたりの港湾資産

【指標-4】

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ件数

・港湾関連記事の新聞掲載件数

・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・ｲﾝﾎﾞﾙﾌﾞﾒﾝﾄ(PI)の実施回数

・「海とみなとの相談窓口」への相談件数

・港湾関係者の協議会等の開催回数

【指標-7】

・緊急物資の海上輸送ﾙｰﾄ耐震化率

・周辺住民の緊急物資供給に対する安心度

・防災拠点緑地における緊急物資の荷捌可能量

・港湾におけるﾃﾛ発生回数

・保安基準を達成した施設の割合

・船舶が安全に着岸できる岸壁の割合

・港湾区域内に放置された船舶の減少数

【指標-3】

・工事の早期発注率

・工事への新技術導入件数

・港湾計画の目標年次の有効性

・港湾利用者の満足度

・工事事故の発生件数

独独 自自 指指 標標 （例）（例）

みなとを活用したイベント回数

・既存施設を活用したｲﾍﾞﾝﾄへの参加人数

・○千人／年以上が来訪する港湾関連施設数

・クルーズ船の寄港回数

・旅客船からの観光客上陸人口

・海やみなとで活動するNPO等の団体数

・市民・NPOが支える港湾関連の施設数

・水際線の開放延長

・海やみなとに関する情報提供

（５）賑わいのある港湾空間の形成

【指標-6】

リサイクルポートにおけるリサイクル関連企業数

・港湾におけるCO2及びNOxの削減量

・係留船舶へ陸上から給電可能な岸壁の割合

・港湾区域の浮遊ゴミ、油の回収量

・シーブルー事業により新たに創出される良好な水際線の長さ

・モーダルシフト化率

・リサイクルポートにおける循環資源の取扱量

・リサイクルポートにおけるリサイクル施設立地数（立地面積、施設面積）

・DID地区の港湾関連車両の交通量

（４）環境に優しいみなとづくり

【指標-5】

総合コスト縮減率【指標-8】

船舶の入出港等に関わる手続きの電子システ
ム利用数

【指標-2】

（７）効率的・効果的な行政への対応

（６）透明性の高い行政の実現

（３）効率的な投資・効果的な港湾の利用の実現

（２）安全・安心なサービスの提供

（１）安くて・速いサービスの提供

Ｂ．より効率的な行政への対応Ｂ．より効率的な行政への対応

港湾広報活動への年間参加人数

主要ターミナルにおける取扱貨物量の伸び率

港湾における緊急物資供給可能人口カバー率

主要ターミナルにおける寄港船舶の平均船型

共共 通通 指指 標標

・大水深ﾀｰﾐﾅﾙ等における寄港船舶の最大船型

・寄港1隻あたりの積卸ろしｺﾝﾃﾅ貨物量

・大水深ﾀｰﾐﾅﾙ等におけるｺﾝﾃﾅ貨物輸送能力

・大水深ﾀｰﾐﾅﾙ等におけるｺﾝﾃﾅ航路開設数

・主要な輸入消費物資の価格

・大水深ﾀｰﾐﾅﾙ等における港湾貨物の平均荷役速度

・港湾における船舶の沖待ち回数

【指標-1】

Ａ．国民への説明責任・成果主義などへの対応Ａ．国民への説明責任・成果主義などへの対応

・係留施設あたりの取扱貨物の増加量

・主要ﾀｰﾐﾅﾙのﾔｰﾄﾞの利用度

・船舶のﾊﾞｰｽ占有率

・係留施設の計画船型ｸﾗｽ船舶の利用率

・主要ﾀｰﾐﾅﾙの単位貨物量あたりの港湾資産

【指標-4】

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ件数

・港湾関連記事の新聞掲載件数

・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・ｲﾝﾎﾞﾙﾌﾞﾒﾝﾄ(PI)の実施回数

・「海とみなとの相談窓口」への相談件数

・港湾関係者の協議会等の開催回数

【指標-7】

・緊急物資の海上輸送ﾙｰﾄ耐震化率

・周辺住民の緊急物資供給に対する安心度

・防災拠点緑地における緊急物資の荷捌可能量

・港湾におけるﾃﾛ発生回数

・保安基準を達成した施設の割合

・船舶が安全に着岸できる岸壁の割合

・港湾区域内に放置された船舶の減少数

【指標-3】

・工事の早期発注率

・工事への新技術導入件数

・港湾計画の目標年次の有効性

・港湾利用者の満足度

・工事事故の発生件数

独独 自自 指指 標標 （例）（例）


